
１月号

１
４
０
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封

筒
（
Ａ
４
サ
イ
ズ
）
を
同
封
し
、
契

約
検
査
課
へ
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

◇
提
出
・
問
合
先
　

契
約
検
査
課
（
〒
３
２
８

－

８
６

８
６
入
舟
町
７

－

26
／
☎
（21）
２
４

１
１
）

平
成
23
・
24
年
度
中
に
組
合
が
行

う
物
品
（
建
設
資
材
を
含
む
）
の
購

入
・
製
造
そ
の
他
の
請
負
又
は
不
用

品
の
売
払
い
、
建
設
工
事
お
よ
び
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等

の
契
約
に
係
る
入
札
等
に
参
加
を
希

望
す
る
方
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
現
在
登
録
し
て
い
る
方
も
、
新

た
に
申
請
が
必
要
で
す
。
　
　

詳
し
く
は
、
提
出
要
領
等
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

◇
申
請
方
法
　
１
月
17
日
㈪
〜
２
月

10
日
㈭
に
、
郵
送
又
は
直
接
提
出

（
直
接
提
出
は
土
・
日
曜
日
を
除

く
）

◇
提
出
要
領
等
入
手
方
法

（ 5 ）

本庁・各総合支所の
所在地と電話番号等

本…本庁
〒328－8686
入舟町7－26
☎21－2224

大…大平総合支所
〒329－4492
大平町富田558
☎43－9205

藤…藤岡総合支所
〒323－1192
藤岡町藤岡1022－5
☎62－0900

都…都賀総合支所
〒328－0192
都賀町家中5982－1
☎29－1100

インフォメーション

お

知

ら

せ

建
設
工
事
等
入
札
参
加
者
の

資
格
審
査
申
請
受
付

栃
木
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合

入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
申
請
受
付

オオアク建装工業株式会社 栃木市箱森町51－28
TEL. 0282-22-5981

本年もよろしくお願いいたします
『見積り・診断は無料』住まいの塗装は地域の信頼できる当社へ！

謹　賀　新　年

平
成
23
・
24
年
度
中
に
市
が
行
う

建
設
工
事
お
よ
び
測
量
・
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等
の
入
札
に
参
加

を
希
望
さ
れ
る
方
の
申
請
受
付
を
行

い
ま
す
。

合
併
前
の
各
市
町
に
現
在
登
録
さ

れ
て
い
る
方
も
、
新
た
に
申
請
が
必

要
で
す
。

◇
受
付
期
間

　
１
月
17
日
㈪
〜
２
月
10
日
㈭

◇
提
出
方
法

　
郵
送
（
直
接
提
出
も
可
）

◇
提
出
書
類
等

詳
し
く
は
、
提
出
要
領
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
提
出
要
領
、
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
書
等
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。（
契
約
検
査
課
で
配

布
も
し
て
い
ま
す
）

な
お
、
提
出
要
領
等
の
郵
送
を
希

望
す
る
場
合
は
、
住
所
、
商
号
又
は

名
称
お
よ
び
担
当
者
名
を
記
入
し
て

・
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド

・
組
合
事
務
局
、
消
防
本
部
、
と
ち

ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
、
衛
生
セ
ン

タ
ー
、
消
防
の
各
分
署
で
配
布

・
組
合
事
務
局
か
ら
郵
送

◇
申
請
・
問
合
先
　
栃
木
地
区
広
域

行
政
事
務
組
合
事
務
局
（
〒
３
２

８

－

０
０
１
２
平
柳
町
１

－

34

－

28

／
☎
（24）
７
１
１
３
）　

◇
任
意
加
入
の
概
要  

20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
40
年
間
、

国
民
年
金
保
険
料
を
全
額
納
め
た
方

は
、
65
歳
か
ら
79
万
２
，
１
０
０
円 

（
平
成
22
年
度
） 

の
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な

か
っ
た
期
間
や
、
国
民
年
金
保
険
料

を
納
め
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
方

は
、
そ
れ
に
応
じ
て
受
け
取
る
年
金

額
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
方
が
、
60
歳
以
降
に

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

年
金
額
を
増
や
す
方
法
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
『
任
意
加
入
』
で
す
。

◇
任
意
加
入
の
対
象
者

  

次
の
①
〜
③
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
方
が
任
意
加
入
の
対
象
者
で
す
。

①
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方

②
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
支
給
を

受
け
て
い
な
い
方

③
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
年
金
保
険

料
の
納
付
月
数
が
４
８
０
月
未
満

の
方

◇
毎
月
の
保
険
料

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
月
額
１

５
，
１
０
０
円
（
平
成
22
年
度
）
で

す
。
納
付
は
原
則
口
座
振
替
で
す
。

◇
手
続
き
の
方
法

　
年
金
手
帳
、
通
帳
、
通
帳
の
お
届

印
を
お
持
ち
の
う
え
、
左
記
へ
。

◇
手
続
・
問
合
先

本
　
保
険
年
金
課 

☎
（21）
２
１
５
５

大
　
市
民
生
活
課 

☎
（43）
９
２
０
９

藤
　
市
民
生
活
課 

☎
（62）
０
９
０
３

都
　
市
民
生
活
課 

☎
（29）
１
１
０
２

民
間
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
に
つ

い
て
、
平
成
23
年
１
月
か
ら
従
来
の

補
助
金
額
に
加
え
て
、
１
戸
当
た
り

30
万
円
を
限
度
に
国
の
上
乗
せ
補
助

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
補
助
申
請
は
平
成
23
年
３

月
末
ま
で
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
予
算
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
手
続
き
は
お
早
め
に
お
願
い
し

ま
す
。

◇
問
合
先

本
　
建
築
指
導
課 

☎
（21）
２
６
２
７

大
　
都
市
整
備
課 

☎
（43）
９
２
１
５

藤
　
都
市
建
設
課 

☎
（62）
０
９
０
８

都
　
都
市
建
設
課 

☎
（29）
１
１
０
５

国
民
年
金
の
任
意
加
入
で
老
齢
基
礎

年
金
の
額
を
増
や
し
ま
せ
ん
か
？

木
造
住
宅
耐
震
改
修

上
乗
せ
補
助
の
お
知
ら
せ

イ
ン
フ
ォ

　
メ
ー
シ
ョ
ン




